
 

働 くルールの改 悪  

安 倍 「雇 用 改 革 の正 体 」 
報告者：中澤 秀一 氏 

（静岡労研主任研究員） 

※連絡先：〒422-8062  静岡市駿河区稲川 2-2-1 コハラサウスサイドビル７Ｆ
      静岡県労働研究所  TEL 054-287-1293 FAX 054-286-7973 

メール roudouadv@wave.wbs.ne.jp  ホームページ http://www.geocities.jp/shizuokarouken/ 

【 人 間 ら し い 働 き 方 に 逆 行 】

安倍政権は、「産業競争力会議」や「規制改革会

議」の中で、働くルールの大幅な改悪を計画して

います。一つは、勤務地・職務・労働時間を限定

した「限定正社員」（＝ジョブ型正社員）の導入で

す。労働条件を低くし、解雇も容易にしようとし

ています。日経連「新時代の日本的経営」（1995
年）で提起された「長期蓄積能力活用型グループ」

＞「高度専門能力活用型グループ」＞「雇用柔軟

型グループ」の区分が、「無限定正社員」＞「限定

正社員」＞「非正規社員」という形で完成するこ

とになります。この他にも、労働時間法制の改悪

や、派遣法の改悪等も提起されています。 
人間らしい働き方を目指す労働組合の取り組み

が、ますます重要になっています。 

だれでも参加できます

【働くものと県民のための静岡県労働研究所】 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

                                 
     

 7 月19 日（金）   １８：30～ 

これからの企画 

◆第 54 回浜松支所所員会議 

・日時…8月 1日（木）18:30～ 

・会場…西部地区労連 

◆第 7 回定期総会と記念事業 

・日時…8月 10 日（土）13：00～  

・会場…静岡労政会館 

講演「地域循環型経済への挑戦」 

講師：松丸和夫氏（中央大学教授）・ 

会場：静岡県評会議室 

 


